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電力・ガス取引監視等委員会からの業務改善勧告の受領について 

 

当社は、北海道電力ネットワーク株式会社（以下、「北電ネットワーク」）が作成した非

公開情報※１が記載された資料を当社従業員が所持・閲覧し、発電事業の業務に利用した事

実が認められた※２ことについて、本日、電力・ガス取引監視等委員会（以下、「同委員会」）

より業務改善勧告を受領しました。 

 

当社といたしましては、電力自由化における公平、公正な競争を前提とした事業運営の

根幹を揺るがしかねない行為と重く受け止めており、地域やお客さまとの信頼関係を損な

う事態を招いたことを深くお詫び申しあげます。 

今後、同委員会からの業務改善勧告に真摯に対応するとともに、行為規制の法令遵守に

係る新たな監視・監督体制のもと、徹底した再発防止に努めてまいります。 

 
※１：一般送配電事業者が営む託送供給および電力量調整供給の業務に関する公表されていない情報であって、小売

電気事業、発電事業または特定卸供給事業に影響を及ぼし得る情報 

※２：電気事業法上、北電ネットワークの特定関係事業者（一般送配電事業者と同一グループ内の小売電気事業者、

発電事業等）である当社は、非公開情報をその小売電気事業、発電事業等の業務において利用すること等が禁

止されている 

 

【電力・ガス取引監視等委員会からの業務改善勧告の内容（抜粋）】 

１ 貴社の令和５年５月１２日付「一般送配電事業者による非公開情報の漏えい等につ

いて（要請）に対する報告について」別紙「Ⅱ．内部統制体制の確認について」に記

載の内部統制強化に係る取組につき、未実施又は不十分な事項を、令和７年８月２２

日（金）までに整理して、電力・ガス取引監視等委員会に報告した上、早期に当該事

項に係る取組を実施すること。 

不十分な事項の整理にあたっては、とりわけ以下の観点・事項に留意すること。 

①一般送配電事業者の非公開情報を利用することによる行為規制に違反するリスク

等に関しての、教育、研修の体制及び内容の改善、並びに、従業員による相談、

通報がしやすい仕組みの整備及び組織風土の醸成により、従業員の適正な業務遂

行を支援しているか。 



②業務全体のリスク評価（業務総点検）が十分に行われているか。 

特に、行為規制に違反するリスクの高い重要な業務委託先及び委託業務を特定し、

リスクに応じた管理体制を検討し、監査体制を構築しているか。 

※上記観点・事項は、随時見直しを行うことがあり得る。 

 

２ 事案の内容及び発生原因を調査し、社会に対して公表するとともに、関係者の厳正

な処分を行うこと。 

 

３ 上記１の勧告内容に係る改善計画が不十分であると認められる場合においては、必

要に応じて追加的な改善策を策定し、実施すること。また、勧告内容の実施状況につ

いて、電力・ガス取引監視等委員会のフォローアップに誠実に対応すること。 
 

以 上 

 

 


